
（令和４年度末現在）

（注１）単位未満を切り捨てているため、合計において一致しない場合があります。
（注２）上表の「特殊会社」には、特殊法人のうち政府が出資している株式会社のほか、認可法人のうち政府が出資している株式会社、主務大臣の指定を受けている者であって政府が

出資している株式会社を含んでいます。
（注３）上表の「国立大学法人」には、大学共同利用機関法人を含んでいます。
（注４）上表のうち、特殊会社以外の独立行政法人等に対する出資による権利については、原則として、株式と異なり配当の制度がないなど、市場で売買するために必要な財産的権利

と言えるものではありません。

独立行政法人
【37.0兆円】

国立大学法人

【8.2兆円】
特殊会社

【33.7兆円】

日本郵政、
日本電信電話、
日本たばこ産業、
日本政策金融公庫、
日本政策投資銀行

等（30法人）

日本高速道路保有・債務
返済機構、
国際協力機構、
住宅金融支援機構、
中小企業基盤整備機構、
エネルギー・金属鉱物
資源機構
等（83法人）

国際機関
【12.6兆円】

金融機関・
事業団等

【6.5兆円】

東京大学、
大阪大学、
京都大学、
筑波大学
等（86法人）

国際通貨基金、
国際開発協会

等（11法人）

全国健康保険
協会、
日本中央競馬会

等（15法人）

○ 政府出資とは、法人が公共上の見地から事業を行っていること等を踏まえ、法人の業務の的確な
実施や経営の安定性の確保等の観点から、国が政策的に出資することによって取得した株式や出
資による権利等のことをいいます。

○ 政府出資の現在額は98.2兆円（国有財産総額（131.8兆円）の約７割）、政府が出資している法人
数は225法人であり、内訳は以下のとおりとなっています。

政府出資の現在額及び法人数（法人分類別の内訳）

政 府 出 資



会 社 名 等 主 務 省 所 属 会 計 名
政 府 保 有 額

（億 円）
政府保有義務に
係る保有規定

日 本 郵 政 ㈱ 【 上 場 】 （ 注２）法 人 番 号 5 0 1 0 0 0 1 1 1 2 6 9 7 総 務 省
一般会計、

国債整理基金特会
13,520 １／３超

日 本 電 信 電 話 ㈱ 【 上 場 】 法 人 番 号 7 0 1 0 0 0 1 0 6 5 1 4 2 総 務 省 財 投 特 会 46,249 １／３以上

日 本 た ば こ 産 業 ㈱ 【 上 場 】 （ 注２）法 人 番 号 4 0 1 0 4 0 1 0 2 3 0 0 0 財 務 省 財 投 特 会 18,653 １／３超

㈱ 民 間 資 金 等 活 用 事 業 推 進 機 構 法 人 番 号 8 0 1 0 0 0 1 1 5 6 3 1 2 内 閣 府 財 投 特 会 112 １／２以上

㈱海外通信・放送・郵便事業支援機構 法 人 番 号 9 0 1 0 0 0 1 1 7 1 9 7 0 総 務 省 財 投 特 会 819 １／２以上

㈱ 日 本 政 策 金 融 公 庫 法 人 番 号 8 0 1 0 0 0 1 1 2 0 3 9 1
財務省、厚生労働省、

農林水産省、経済産業省
一般会計、

復興特会、財投特会
152,864 総数

輸出入・港湾関連情報処理センター㈱ 法 人 番 号 3 0 2 0 0 0 1 0 8 1 4 2 3 財 務 省 一 般 会 計 38 １／２ 超

㈱ 国 際 協 力 銀 行 法 人 番 号 6 0 1 0 0 0 1 1 4 5 9 7 7 財 務 省 財投特会、一般会計 29,377 総数

㈱ 日 本 政 策 投 資 銀 行 法 人 番 号 2 0 1 0 0 0 1 1 2 0 3 8 9 財 務 省 財 投 特 会 38,865
１／３超、

１／２以上 （注３）

㈱ 農 林 漁 業 成 長 産 業 化 支 援 機 構 法 人 番 号 9 0 1 0 0 0 1 1 5 1 3 1 2 農 林 水 産 省 財 投 特 会 159 １／２以上

㈱ 商 工 組 合 中 央 金 庫 法 人 番 号 9 0 1 0 0 0 1 1 2 0 4 0 8
経 済 産 業 省、

財 務 省、内 閣 府
財 投 特 会 2,169 （注４）

㈱ 日 本 貿 易 保 険 法 人 番 号 5 0 1 0 0 0 1 1 8 2 6 3 3 経 済 産 業 省 一 般 会 計 7,948 総数

日 本 ア ル コ ー ル 産 業 ㈱ 法 人 番 号 2 0 1 0 0 0 1 1 2 2 2 0 4 経 済 産 業 省 一 般 会 計 116 ―             

㈱ 産 業 革 新 投 資 機 構 法 人 番 号 7 0 1 0 0 0 1 1 2 6 4 7 2 経 済 産 業 省 財 投 特 会 4,885 ２／３以上

㈱ 海 外 需 要 開 拓 支 援 機 構 法 人 番 号 1 0 1 0 4 0 1 1 0 8 7 9 4 経 済 産 業 省 財 投 特 会 854 １／２以上

中 日 本 高 速 道 路 ㈱ 法 人 番 号 4 1 8 0 0 0 1 0 5 6 1 6 9 国 土 交 通 省 一 般 会 計 2,233 １／３以上

西 日 本 高 速 道 路 ㈱ 法 人 番 号 3 1 2 0 0 0 1 1 1 2 3 4 1 国 土 交 通 省 一 般 会 計 1,944 １／３以上

（令和４年度末現在）

○ 政府が法令や主務省の政策判断により保有する特殊会社の株式の総額は33.7兆円、そのほか旧石油公団からの承継や相続税物納等に
より保有する株式の総額は0.6兆円、合計34.4兆円（令和４年度末現在）。

政府保有株式



会 社 名 等 主 務 省 所 属 会 計 名
政 府 保 有 額

（億 円）
政府保有義務に
係る保有規定

東 日 本 高 速 道 路 ㈱ 法 人 番 号 9 0 1 0 0 0 1 0 9 5 7 1 6 国 土 交 通 省 一 般 会 計 1,953 １／３以上

首 都 高 速 道 路 ㈱ 法 人 番 号 2 0 1 0 0 0 1 0 9 5 7 2 2 国 土 交 通 省 一 般 会 計 249
政府及び地公体で

１／３以上

阪 神 高 速 道 路 ㈱ 法 人 番 号 2 1 2 0 0 0 1 1 1 2 3 5 0 国 土 交 通 省 一 般 会 計 208
政府及び地公体で

１／３以上

本 州 四 国 連 絡 高 速 道 路 ㈱ 法 人 番 号 3 1 4 0 0 0 1 0 2 4 5 2 7 国 土 交 通 省 一 般 会 計 136
政府及び地公体で

１／３以上

阪 神 国 際 港 湾 ㈱ 法 人 番 号 5 1 4 0 0 0 1 0 9 5 6 9 8 国 土 交 通 省 一 般 会 計 25 ―

横 浜 川 崎 国 際 港 湾 ㈱ 法 人 番 号 5 0 2 0 0 0 1 1 1 4 4 2 9 国 土 交 通 省 一 般 会 計 25 ―

東 京 地 下 鉄 ㈱ （ 注 ２ ）法 人 番 号 4 0 1 0 5 0 1 0 2 2 8 1 0 国 土 交 通 省 国 債 整 理 基 金 特 会 3,197 ―             

㈱ 海 外 交 通 ・ 都 市 開 発 事 業 支 援 機 構 法 人 番 号 4 0 1 0 0 0 1 1 6 3 6 7 5 国 土 交 通 省 財 投 特 会 2,093 １／２以上

新 関 西 国 際 空 港 ㈱ 法 人 番 号 1 1 2 0 0 0 1 1 6 9 8 1 3 国 土 交 通 省
自 動 車 安 全 特 会、

財 投 特 会
5,824 総数

成 田 国 際 空 港 ㈱ 法 人 番 号 9 0 4 0 0 0 1 0 4 4 6 4 5 国 土 交 通 省
自 動 車 安 全 特 会、

一 般 会 計
1,907 ―             

中 部 国 際 空 港 ㈱ 法 人 番 号 7 1 8 0 0 0 1 0 9 3 5 4 8 国 土 交 通 省 自 動 車 安 全 特 会 295 ―

中 間 貯 蔵 ・ 環 境 安 全 事 業 ㈱ 法 人 番 号 2 0 1 0 4 0 1 0 5 3 4 2 0 環 境 省 一 般 会 計、復 興 特 会 1,064 総数

㈱ 脱 炭 素 化 支 援 機 構 法 人 番 号 3 0 1 0 4 0 1 1 7 0 5 6 1 環 境 省 財 投 特 会 100 １／２以上

旧 石 油 公 団 か ら 承 継 し た 株 式 （経 済 産 業 省） エ ネ ル ギ ー 特 会 6,433 ―

相 続 税 物 納 等 に よ る 株 式 （ 注 ６ ） ― 一 般 会 計 38 ―             

合 計 34.4兆円

（注１）単位未満を切り捨てているため、合計において一致しない場合があります。
（注２）日本郵政（株）、日本たばこ産業（株）及び東京地下鉄（株）の株式については、復興財源確保法において、令和９年度までの売却収入を復興財源に充てることとされています。

（注３）（株）日本政策投資銀行の株式については、当分の間、危機対応業務の適確な実施を確保する観点から、発行済株式の１／３超の株式を保有、
また、特定投資業務を完了するまでの間（令和12年度末）、同業務の適確な実施を確保する観点から、発行済株式の１／２以上の株式を保有することとされています。

（注４）（株）商工組合中央金庫の株式については、当面の間、危機対応業務の的確な実施のために必要な株式を保有することとされていましたが、令和５年６月の株式会社商工組合中央金庫法の改正により、政府保有義務はなくなりました。
（注５）旧石油公団から承継した株式については、経済産業省において管理・処分がなされています。
（注６）主に相続税物納として金銭に代えて納付されたものであることから、市場の状況等を考慮しつつ売却しています。なお、令和４年度の売却実績は31億円になります。
（注７）特殊会社に係る政府保有額には、法令上の政府保有義務に基づき保有しているもの（30.4兆円）と、これとは別に主務省の政策判断に基づき保有しているもの（日本郵政（株）：394億円※、(株)海外通信・放送・郵便事業支援機構：398億円、

(株)日本政策投資銀行：19,432億円、（株）農林漁業成長産業化支援機構：74億円、日本アルコール産業（株）：116億円、（株）産業革新投資機構：1,494億円、(株)海外需要開拓支援機構：387億円、中日本高速道路（株）：1,488億円、
西日本高速道路（株）：1,296億円、東日本高速道路（株）：1,302億円、首都高速道路（株）：83億円、阪神高速道路（株）：69億円、本州四国連絡高速道路（株）：68億円、阪神国際港湾（株）：25億円、横浜川崎国際港湾（株）：25億円、
東京地下鉄（株）：3,197億円、（株）海外交通・都市開発事業支援機構：1,018億円、成田国際空港（株）：1,907億円、中部国際空港（株）：295億円)があります。

※令和５年８月に日本郵政㈱による自己株式取得に応じ売却しています。

（注５）


